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☆ごあいさつ                

 残暑厳しい折から、会員の皆様にはお元気で御活躍のことと存じます。本協会のために、

何かと御尽力賜わりまして、誠に有難うございます。 
 今年の梅雨は、平年よりやや遅く近畿では６月１１日に入り、前半は梅雨らしくない晴

天が続き水不足も心配されましたが、後半になってようやく梅雨らしい様相を呈するよう

になり、九州・四国地方では豪雨となり被害も出る有様でしたが、近畿では適度の雨をも

たらし、７月１８日にほぼ例年通り梅雨明けしました。この間の大阪での降雨量は２３８

mm で平年のほぼ８０％であり、府下で多いところでも総雨量で２８７ｍｍ（箕面）、日

雨量では６７ｍｍ（箕面）という平穏な状況で、土砂災害も無くて済みました。 
平成１４～１６年度で実施して参りました土砂災害危険調査では、緊急地域雇用創出特

別基金事業は３ヶ年で終了致しましたが、その間に１，００９箇所の調査を実施出来まし

た。大阪府下での急傾斜地は、全部で２，３５７箇所ですので、その約４３％を本協会と

しても調査し、状況を把握することが出来たことになります。 
また、この調査で現地に赴いた際に、地域住民に対して土砂災害防止についての啓発活

動が行えることもあり、何とかこの調査が存続出来るように関係機関へも要望して参りま

した。幸い大阪府ダム砂防課を始め関係各位の御尽力によりまして、調査が続けられるこ

とになりまして、非常に有難いことだと感謝致しております。今年度は危険斜面地２００

箇所の調査を実施し、これに参加して頂く方は３１名で、会員の６割の方に御足労をおか

けすることになりますが、よろしくお願いしたいと思います。 
次に当協会の事務所の件ですが、平成１４年度から３年間福島区の大阪 NPO プラザに

置いておりましたが、今年４月から現在の場所に移しました。以前の事務所は、自立出来

る迄の期間という当初からの約束でして、この３月末で明け渡すことになりました。新事

務所は㈱ティーネットジャパンというコンサルタントの自社ビルで、河川ボランティア等

で以前からよく利用されていたことが御縁で、ここに入所した次第です。 
この事務所問題は、かねてからの懸案の一つでありましたが、この度解決出来ましたの

で、ここにじっくり腰を据えて、更に積極的に活動を展開して参りたいと思いますので、

今後ともよろしく御協力のほどお願い申し上げます。 
                            理事長 松 村  治 
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☆事業報告について 

１．平成１７年度総会開催される 

平成１７年５月１８日（水）TNJ 大阪ビルにおいて平成１７年度総会が開催されました。 
１）平成１６年度事業報告 
１６年度に実施された主な事業は 

  ・５月１０日～１７年２月１０日  緊急雇用事業 斜面地点検事業（２９０箇所） 
   ・５月２６日    平成１６年度 NPO 法人総会（NPO プラザ３階） 
  ・６月１日～９日  府市合同土砂災害危険箇所パトロール（７土木事務所４２ヶ所） 
  ・６月２日     砂防ボランティア全国の集い、 

及び土砂災害防止推進の集いへ参加（愛媛県） 
・６月１０日    土砂災害防止月間講演会への参加（ワッハ上方） 

    その他、土砂災害に関する講習会、砂防施設見学会（滋賀県）、ボランティア通信

(Vol.13)の発行等 
２）平成１７年度事業計画 

１７年度の主な事業として、 
・土砂災害危険斜面等の緊急診断（２００箇所） 
・大阪府、市町村合同土砂災害危険箇所パトロール（府下 7 土木事務所管内） 
・砂防ボランティア全国の集い、及び土砂災害防止推進の集いへの参加 
・土砂災害防止月間講演会への参加 
・土砂災害に関する講習会、及び研修会 
・砂防施設見学会 
・砂防ボランティア通信の発行 
等を実施していくことが承認されました。 

理事 藤井孝雄 
２．主な事業の報告について 

１）「土砂災害防止のための活動に関する協定書」を締結する 
大阪府砂防ボランティア協会定款に基づき、その目的および今後の活動を円滑かつ効率

よく実施するため、大阪府と当協会の間で平成１７年６月１３日付け協定書を締結しまし

た。この協定書により、活動内容として（１）二次災害防止等のための情報収集及び提供、

（２）土砂災害に関する啓発活動、（３）土砂災害危険箇所及び防止施設の点検、（４）そ

の他必要に応じ土砂災害防止に関する支援が定められました。（４）については具体の項

目が示され、特に「地元要望箇所の緊急点検」時の対応として、ボランティアによる『緊

急点検チーム』を編成し、調査・点検に当たることを確認しました。 
理事 丸山 明 

 ２）各種の協議会への参画について 
①砂防ボランティア全国連絡協議会 

５月１７日（火）に東京都（砂防会館 別館）で開催され、 
岡本副理事長が出席しました。 

②砂防ボランティア全国の集い及び土砂災害防止推進の集い 
   ６月１日、２日に鹿児島県（黎明館、文化センター）で開 

催され、藤本理事が出席しました。  



③土砂災害防止月間講演会 
平成１７年６月２日（木）、ワッハ上方（大阪府立上方演芸資料館）において、“みん

なで防ごう土砂災害”をテーマに行われました。１４名の会員が参加しました。 
元永秀 大和川河川事務所長の開会挨拶に始まり、「土砂災害防止」に関する小学生の

絵画・ポスターの優秀作品表彰の後、国土交通省河川局砂防部の寺田秀樹 保全調整官

と（財）砂防・地すべり技術センターの松井宗広 総合防災部長の講演が行われ、福田

保 大阪府土木部技監の閉会挨拶で盛会のうちに終了しました。 
④大阪府・市町村合同土砂災害危険箇所パトロール実施状況（７土木事務所管内） 

    本年度も昨年に引き続き、災害時要援護者関連施設に近接する危険箇所を重点に実施

しました。 
   実施期間 ６月７日～１５日 
   参加人員 砂防ボランティア １３人 
   点検内容 急傾斜地 ２７ヶ所、土石流危険渓流 １５ヶ所、地すべり ２ヶ所  

理事 丸山 明 
３．土砂災害危険斜面地調査について 

斜面地調査については、平成１４年度から 3 ヵ年間皆様のご協力により調査を実施して参

りましたが、緊急雇用事業での大阪府からの受託も完了し、新たに平成１７年度から、府よ

り「土砂災害危険斜面等の緊急診断」で委託契約を締結し、調査実施することになりました。 
①調査概要 
イ．過去の調査された斜面地等の点検カルテを再調査する。（200 箇所） 
ロ．調査地域は、茨木，枚方、富田林、岸和田各 4 土木事務所管内とする。 
ハ．契約期間は４月から翌年の 3 月末間（調査 100 日）とする。 
二．調査体制は、会員 31 名・調査員は前後期各 2 名・事務員 1 名で実施する。 

（会員 1 名・調査員 2 名）の 3 名体制 
②調査の特徴 
・土砂災害防止法等に基づく、緊急避難体制の整備を行う為の基礎資料である。 
・雨期また繁茂期を避けて調査判定が解り易い時期に実施する事にした。 

③当協会の危険箇所調査実績            （単位：箇所） 
危険箇所 府下全体 H１4 年度 H15 年度 H１6 年度 H１7 年度 調査率 

Ⅰ  ８９６ ３６０ ３５９ １２８ － ９４．５％ 

Ⅱ １１１５ － － １６２ ２００ ３２．５％ 

《斜面地の崩壊》 

    
       大東市                  茨木市 

理事 藤本光大 



☆土砂災害に関する最近の動きについて 

１．「土砂災害防止法施行」とその進捗状況 
  土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の

周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制などソフト対策を推進しようとす

るものです。 
   平成１４年度に「基礎調査マニュアル（急傾斜地）」を策定し、急傾斜地崩壊危険箇所

の保全人家の無い箇所（立地抑制）から順次調査を実施しております。 
   引続き基礎調査を実施していくとともに、指定の作業を進めてまいります。 
２．土砂災害相互通報システム整備について 

本業務は市民と行政機関とが土砂災害に係わる各種情報を相互に通報可能なシステム

を構築するものです。  
  平成１６年度までに２２市町村で着手しており、平成１７年度には４市町が新たに着

手する予定です。今後も未着手の７市町においても順次整備していく予定です。 
３．土砂災害ハザードマップについて 

   「土砂災害防止法」第７条の改正に伴い、土砂災害危険箇所をハザードマップなどの印

刷物により住民に向け周知することが義務付けられました。 
   今後、市町村において作成して頂くようお願いしています。 

４．各地区における避難基準雨量は以下のとおりです（大阪府地域防災計画より） 
 （１）急傾斜地崩壊危険箇所 
    ア 第１次警戒体制 

・当日雨量が 100ｍｍをこえた場合 
・前日までの連続雨量が 40～100ｍｍあり、当日雨量が 80ｍｍをこえた場合 
・前日までの連続雨量が 100ｍｍ以上あり、当日雨量が 50ｍｍをこえた場合 

    イ 第２次警戒体制 
     第１次警戒体制から、さらに時間雨量 30ｍｍ程度の強い雨が降り始めた場合 
 （２）土石流発生危険渓流 
        ＊土石流の発生は、それぞ   

れの渓流の地形・地質条件

及び降雨特性により著しく

異なるので関係市町村が基

準雨量を設定するにあたっ

ては、渓流の特性を十分考

慮し決定することとなって

おります。 

    地区名       第１次警戒体制 
（警戒雨量） 

第２次警戒体制 
（避難雨量） 

豊能地区 １２７ｍｍ １７０ｍｍ 
三島地区 １１２ｍｍ １５２ｍｍ 
河内地区 ９０ｍｍ １４６ｍｍ 
南河内地区 ７７ｍｍ １１２ｍｍ 
泉北地区 ９８ｍｍ １３４ｍｍ 
泉南地区 １２５ｍｍ １６６ｍｍ 

（３）地すべり危険箇所 
  （１）（２）を参考に警戒活動を開始する。 

   
以上、＜土砂災害防止に関する支援活動＞ 
の指針として下さい。 
        大阪府土木部河川室ダム砂防課砂防グループ 


